
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　順次に接続された 装置間の管理メッセージやユーザデータの転送を、クロック同
期したＯＳＣ通信により行なうようにした波長多重システムにおいて、
　各装置が、

ＯＳＣ信
号にスリップアラームマスク情報を挿入して、 対向装置に送信し、
　 対向装置が、受信したＯＳＣ信号からスリップアラームマスク情報を取り出して、ス
リップアラームをマスクする

ことを特徴とする波長多重システムにおけるＯＳＣ信号
のクロック同期監視方法。
【請求項２】
　各装置が、ＯＳＣ信号処理部を備えており、
　このＯＳＣ信号処理部が、伝送路障害発生時に、ＯＳＣ信号にスリップアラームマスク
情報を挿入して、対向装置に送信すると共に、受信したＯＳＣ信号からスリップアラーム
マスク情報を取り出して、スリップアラームをマスクすることを特徴とする請求項１に記
載の波長多重システムにおけるＯＳＣ信号のクロック同期監視方法。
【請求項３】
　上記ＯＳＣ信号処理部が、受信したＯＳＣ信号に基づいて、伝送路障害を検出し、送信
すべきＯＳＣ信号にスリップアラームマスク情報を挿入して送信することを特徴とする請
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複数の

上流側の対向装置から入力されるクロック信号を監視することにより伝送路
障害を検出すると、当該装置のクロックモードをクロックマスタに切り換えて、

順次の
各

とともに、ＯＳＣ信号にスリップアラームマスク情報を挿入
して、順次の対向装置に送信する



求項２に記載の波長多重システムにおけるＯＳＣ信号のクロック同期監視方法。
【請求項４】
　上記ＯＳＣ信号処理部が、受信したＯＳＣ信号により伝送路障害を検出したとき、当該
装置をＳＬＶモードからＩＮＴモードに切換えることを特徴とする請求項２または３に記
載の波長多重システムにおけるＯＳＣ信号のクロック同期監視方法。
【請求項５】
　上記ＯＳＣ信号処理部が、受信したＯＳＣ信号にスリップアラームマスク情報が挿入さ
れているとき、スリップアラーム発生をマスクすることを特徴とする請求項２，３又に記
載のＯＳＣ波長多重システムにおける信号のクロック同期監視方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、波長多重システムにおけるクロック同期監視のための技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、装置間の管理メッセージやユーザデータの転送をＯＳＣ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｕｐ
ｅｒｖｉｓｏｒｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号の通信により実現するための波長多重システム
のサブネットワークは、例えば図３に示すように構成されている。
図３において、サブネットワーク９００は、順次に接続された複数個、図示の場合、三個
の装置Ａ，装置Ｂおよび装置Ｃを備えており、これらの装置Ａ，ＢおよびＣは、それぞれ
双方向の通信のためのアンプ９１０Ａ，９２０Ａ，９１０Ｂ，９２０Ｂ，９１０Ｃ，９２
０Ｃを備えている。
【０００３】
そして、装置Ａは、クロックマスタとしてＩＮＴモードに設定されると共に、装置Ｂ，Ｃ
は、装置Ａに従属同期するようにＳＬＶモードに設定されている。
これにより、装置Ａは、自己の発生するクロック信号に基づいて、アンプ９１０Ａが動作
すると共に、装置Ｂおよび装置Ｃは、装置Ａのアンプ９１０Ａから伝送路を介してＯＳＣ
信号と共に送られてくるクロック信号に同期して動作するようになっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図４に示すように、例えば装置Ａから装置Ｂへの片方向の伝送路に障害が発生
した場合、この伝送路の下流に位置する装置、すなわち装置Ｂおよび装置Ｃには、装置Ａ
のクロック信号が送られてこなくなるため、装置Ａのクロック信号を使用できなくなって
しまう。
このため、装置Ｂは、ＳＬＶモードからＩＮＴモードに切り替わって、新たなクロックマ
スタとなり、装置Ｃは、装置Ｂのクロック信号が送られてくることにより、この装置Ｂの
クロック信号と同期して動作するようになる。
これにより、装置Ｂ，装置Ｃ間では、新たなクロック同期が成立することになる。
【０００５】
しかしながら、このとき、装置Ｂから装置Ａへの片方向の伝送路は有効であることから、
装置Ｂから装置ＡにはＯＳＣ信号が伝送されている。その際、装置Ｂは、自己のクロック
信号に同期して動作しているので、装置Ｂから装置Ａに伝送されるＯＳＣ信号は、装置Ｂ
のクロック信号に同期していることになる。
したがって、装置Ａと装置Ｂの間におけるクロック同期が成立しなくなり、装置Ａでは、
所謂スリップアラームを発生するようになっているが、このスリップアラームは、伝送路
障害により発生する二次的な不要アラームである。
【０００６】
本発明は、上記の問題を解決すべくなされたものであり、伝送路障害によりスリップアラ
ームが発生した場合、このスリップアラームをマスクして、ＯＳＣ通信における最適なク
ロック同期監視を行なうようにした、波長多重システムにおけるＯＳＣ信号のクロック同
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期監視方法の提供を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するため、本発明の請求項１記載のＯＳＣ信号のクロック同期監視方法
は、順次に接続された 装置間の管理メッセージやユーザデータの転送を、クロック
同期したＯＳＣ通信により行なうようにした波長多重システムにおいて、各装置が、

ＯＳＣ信号にスリップアラ
ームマスク情報を挿入して、 対向装置に送信し、 対向装置が、受信したＯＳＣ信
号からスリップアラームマスク情報を取り出して、スリップアラームをマスクする

構
成としてある。
【０００８】
ＯＳＣ信号のクロック同期監視方法をこのような構成とすると、伝送路障害発生時に、Ｏ
ＳＣ信号にスリップアラームマスク情報を挿入して、対向装置に送信することにより、対
向装置は、受信したＯＳＣ信号からスリップアラームマスク情報を取り出して、このスリ
ップアラームマスク情報に基づいてスリップアラームをマスクする。これにより、伝送路
障害発生時に、伝送路障害により発生する二次的な不要アラームであるスリップアラーム
の発生が抑止されることになる。したがって、不要なアラームであるスリップアラームが
発生しないので、ＯＳＣ信号のクロック同期の監視をより適切に行なうことが可能になる
と共に、最適な保守を行なうことができる。
【０００９】
請求項２記載のＯＳＣ信号のクロック同期監視方法は、各装置が、ＯＳＣ信号処理部を備
えており、このＯＳＣ信号処理部が、伝送路障害発生時に、ＯＳＣ信号にスリップアラー
ムマスク情報を挿入して、対向装置に送信すると共に、受信したＯＳＣ信号からスリップ
アラームマスク情報を取り出して、スリップアラームをマスクする構成としてある。
ＯＳＣ信号のクロック同期監視方法をこのような構成とすると、ＯＳＣ信号処理部によっ
て、伝送路障害発生時のスリップアラームマスク情報の挿入と、受信したＯＳＣ信号から
のスリップアラームマスク情報の取出し、そしてスリップアラームのマスクを行なうこと
ができる。
【００１０】
請求項３記載のＯＳＣ信号のクロック同期監視方法は、上記ＯＳＣ信号処理部が、受信し
たＯＳＣ信号に基づいて、伝送路障害を検出し、送信すべきＯＳＣ信号にスリップアラー
ムマスク情報を挿入して送信する構成としてある。
ＯＳＣ信号のクロック同期監視方法をこのような構成とすると、各装置のＯＳＣ信号処理
部が、それぞれ上流側の装置から送信されてくるＯＳＣ信号を受信して、このＯＳＣ信号
に基づいて、伝送路障害を検出することにより、送信するＯＳＣ信号にスリップアラーム
マスク情報を挿入するので、各装置にて伝送路障害の検出を行ない、伝送路障害発生時に
は、ＯＳＣ信号にスリップアラームマスク情報が挿入されることにより、他の装置におけ
るスリップアラームの発生を抑止することができる。
【００１１】
請求項４記載のＯＳＣ信号のクロック同期監視方法は、上記ＯＳＣ信号処理部が、受信し
たＯＳＣ信号により伝送路障害を検出したとき、当該装置をＳＬＶモードからＩＮＴモー
ドに切換える構成としてある。
ＯＳＣ信号のクロック同期監視方法をこのような構成とすると、伝送路障害が発生したと
き、これを検出した装置がＳＬＶモードからＩＮＴモードに切換えられることにより、当
該装置が新たなクロックマスタとなってクロック信号を発生し、このクロック信号に基づ
いてＯＳＣ信号を送信することになる。
【００１２】
請求項５記載のＯＳＣ信号のクロック同期監視方法は、上記ＯＳＣ信号処理部が、受信し
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側の対向装置から入力されるクロック信号を監視することにより伝送路障害を検出すると
、当該装置のクロックモードをクロックマスタに切り換えて、

順次の 各
ととも

に、ＯＳＣ信号にスリップアラームマスク情報を挿入して、順次の対向装置に送信する



たＯＳＣ信号にスリップアラームマスク情報が挿入されているとき、スリップアラーム発
生をマスクする構成としてある。
ＯＳＣ信号のクロック同期監視方法をこのような構成とすると、受信したＯＳＣ信号にス
リップアラームマスク情報が挿入されているとき、ＯＳＣ信号処理部がスリップアラーム
の発生をマスクするので、伝送路障害発生時に不要なアラームであるスリップアラームの
発生を抑止することができる。これにより、ＯＳＣ信号のクロック同期の監視をより適切
に行なうことが可能になると共に、最適な保守を行なうことができる。
【００１３】
　 ＯＳＣ信号のクロック同期監視方法は、上記ＯＳＣ信号処理部が、受信
したＯＳＣ信号を解析して、管理メッセージおよびユーザデータを取り出して活用する

　 各装置のＯＳＣ信号処理部が、受信したＯＳＣ信号から管理メッセージおよ
びユーザデータを取り出して、適宜に活用することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
まず、本発明によるＯＳＣ信号のクロック同期監視方法の一実施形態を適用する波長多重
システムのサブネットワークを、図１を参照して説明する。
図１は、上記サブネットワークの構成を示すブロック図である。
【００１５】
図１に示すように、サブネットワーク１０は、順次に伝送路により接続される三つの装置
１００，２００，３００を設けてある。
【００１６】
図１において、左端の第一の装置１００は、ＯＭＵＸ部１１０と、送信用のアンプ１２０
と、受信側のアンプ１３０と、ＯＤＭＵＸ部１４０と、ＯＳＣ信号処理部１５０と、を設
けてある。
【００１７】
また、図１において、中央の第二の装置２００は、二つのアンプ２１０，２２０と、ＯＳ
Ｃ信号処理部２３０と、を設けてある。
この場合、二つのアンプ２１０，２２０は、それぞれ送信側および受信側のアンプとして
作用して、互いに双方向でＯＳＣ信号処理部２３０に対してＯＳＣ信号の分波，処理そし
て合波を行なうようになっている。
【００１８】
さらに、図１において、右端の第三の装置３００は、上述した第一の装置１００と同様に
、ＯＭＵＸ部３１０と、送信側のアンプ３２０と、受信側のアンプ３３０と、ＯＤＭＵＸ
部３４０と、ＯＳＣ信号処理部３５０と、を設けてある。
【００１９】
ここで、上記ＯＭＵＸ部１１０，３１０は、入力される複数の信号を波長多重して、一つ
の信号として出力するようになっている。
【００２０】
また、送信側のアンプ１２０，３２０は、ＯＭＵＸ部１１０，３１０からの信号を増幅す
ると共に、ＯＳＣ信号処理部１５０，３５０からのＯＳＣ信号を合波して、装置２００に
対して出力するようになっている。
【００２１】
これに対して、受信側のアンプ１３０，３３０は、装置２００から入力される信号を増幅
すると共に、信号中に含まれるＯＳＣ信号を分波して、ＯＳＣ信号処理部１５０，３５０
に出力するようになっている。
【００２２】
さらに、ＯＤＭＵＸ部１４０，３４０は、受信側のアンプ１３０，３３０からの信号を分
波して、各信号をそれぞれ別個に出力するようになっている。
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【００２３】
また、第二の装置２００の二つのアンプ２１０，２２０のうち、第一のアンプ２１０は、
第一の装置１００から入力される信号を増幅し、さらに信号中に含まれるＯＳＣ信号を分
波して、ＯＳＣ信号処理部２３０に出力すると共に、ＯＳＣ信号処理部２３０からのＯＳ
Ｃ信号を合波して、第三の装置３００に対して出力するようになっている。
【００２４】
これに対して、第二のアンプ２２０は、第三の装置３００から入力される信号を増幅し、
さらに信号中に含まれるＯＳＣ信号を分波して、ＯＳＣ信号処理部２３０に出力すると共
に、ＯＳＣ信号処理部２３０からのＯＳＣ信号を合波して、第一の装置１００に対して出
力するようになっている。
【００２５】
ここで、上記各アンプ１２０，１３０，２１０，２２０，３２０，３３０、そしてＯＭＵ
Ｘ部１１０，３１０およびＯＤＭＵＸ部１４０，３４０は、それぞれ公知の構成のものを
用いているので、詳細な説明については省略する。
【００２６】
上記ＯＳＣ信号処理部１５０，３５０は、同じ構成であるから、ＯＳＣ信号処理部１５０
について、以下に図２を参照して説明する。
ＯＳＣ信号処理部１５０は、ＯＳＣ受信部１５１と、クロックモード制御部１５２と、受
信データ解析部１５３と、スリップ検出部１５４と、管理メッセージ／ユーザデータイン
タフェース部１５５と、送信データ生成部１５６と、ＯＳＣ送信部１５７と、を設けてあ
る。
【００２７】
上記ＯＳＣ受信部１５１は、受信側のアンプ１３０で分波されたＯＳＣ信号を受信して、
受信データ解析部１５３に出力すると共に、伝送路障害を検出する。
そして、ＯＳＣ受信部１５１は、伝送路障害を検出した場合、伝送路障害検出をクロック
モード制御部１５２および送信データ生成部１５６に通知する。
【００２８】
上記クロックモード制御部１５２は、ＯＳＣ受信部１５１から伝送路障害検出の通知を受
けたとき、装置１００のクロックモードをＳＬＶモードからＩＮＴモードに切換えるよう
になっている。
【００２９】
上記受信データ解析部１５３は、ＯＳＣ受信部１５１から入力されるＯＳＣ信号を解析し
、クロック同期を監視すると共に、解析したデータを管理メッセージ／ユーザデータイン
タフェース部１５５に送出する。
さらに、上記受信データ解析部１５３は、データ解析によりＯＳＣ信号に挿入されたスリ
ップアラームマスク情報を取り出した場合には、その旨をスリップ検出部１５４に通知す
る。
【００３０】
上記スリップ検出部１５４は、受信データ解析部１５３からスリップアラームマスク情報
検出の通知があったとき、ＯＳＣ受信部１５１が発生するスリップアラームをマスクする
。
【００３１】
上記管理メッセージ／ユーザデータインタフェース部１５５は、受信データ解析部１５３
で解析されたデータ（管理メッセージ／ユーザデータ）を受け取って、これらのデータを
活用し、必要に応じて適宜にデータを修正する。
そして、管理メッセージ／ユーザデータインタフェース部１５５は、活用の結果としての
管理メッセージ／ユーザデータを送信データ生成部１５６に対して送出する。
【００３２】
上記送信データ生成部１５６は、管理メッセージ／ユーザデータインタフェース部１５５
からの管理メッセージ／ユーザデータに基づいて送信データとしてのＯＳＣ信号を生成す
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ると共に、ＯＳＣ受信部１５１から伝送路障害検出の通知を受け取ったときには、上記Ｏ
ＳＣ信号にスリップアラームマスク情報を挿入する。
【００３３】
上記ＯＳＣ送信部１５７は、送信データ生成部１５６からのＯＳＣ信号を、伝送路の送信
側のアンプ１２０に送信する。
【００３４】
ＯＳＣ信号処理部３５０も、上述したＯＳＣ信号処理部１５０と同様に動作し、またＯＳ
Ｃ信号処理部２３０は、二つのアンプ２１０，２２０間にて双方向でＯＳＣ信号処理部１
５０と同様に動作するようになっている。
【００３５】
次に、上述した波長多重システムのサブネットワーク１０における本発明によるＯＳＣ信
号のクロック同期監視方法について、説明する。
図１にて、装置１００がクロックマスタとしてＩＮＴモードに設定されると共に、装置２
００，３００が、装置１００に従属同期するようにＳＬＶモードに設定されている。
【００３６】
これにより、装置１００は、自己の発生するクロック信号に基づいて、送信側のアンプ１
２０が動作して、ＯＭＵＸ部１１０からの波長多重信号を増幅すると共に、ＯＳＣ信号処
理部１５０からのＯＳＣ信号を合波して、装置２００を介して、装置３００に伝送する。
そして、装置３００は、受信側のアンプ３３０からの出力信号をＯＤＭＵＸ部３４０によ
り波長多重された各信号を分波して、各信号をそれぞれ別個に出力する。
この場合、各装置２００，３００は、伝送されてくるＯＳＣ信号に含まれるクロック信号
に基づいて従属同期するようになっている。
【００３７】
同様にして、装置３００は、受信した装置１００のクロック信号に基づいて、送信側のア
ンプ３２０が動作して、ＯＭＵＸ部３１０からの波長多重信号を増幅すると共に、ＯＳＣ
信号処理部３５０からのＯＳＣ信号を合波して、装置２００を介して、装置１００に伝送
する。
【００３８】
そして、装置１００は、受信側のアンプ１３０からの出力信号をＯＤＭＵＸ部１４０によ
り波長多重された各信号を分波して、各信号をそれぞれ別個に出力する。
この場合、装置２００は、伝送されてくるＯＳＣ信号に含まれるクロック信号に基づいて
従属同期すると共に、装置１００は、自己の発生するクロック信号に同期するようになっ
ている。
【００３９】
ここで、例えば、図４に示す場合と同様にして、装置１００から装置２００への片方向の
伝送路に障害が発生すると、この伝送路の下流に位置する装置２００には、装置１００の
クロック信号が送られてこなくなる。
このため、装置２００は、そのＯＳＣ信号処理部２３０がクロックモード制御部を制御す
ることにより、ＳＬＶモードからＩＮＴモードに切換えられ、装置２００が新たなクロッ
クマスタとなって、装置３００には、装置２００のクロック信号が送られてくる。
【００４０】
これにより、装置２００，３００間では、新たなクロック同期が成立し、信号伝送が行な
われ得る。
その際、ＯＳＣ信号処理部２３０は、ＯＳＣ信号にスリップアラームマスク情報を挿入し
て、ＯＳＣ信号を生成する。
【００４１】
ところで、装置２００から装置１００への伝送路には、装置２００から、装置２００のク
ロック信号に基づいて、ＯＳＣ信号が伝送されるので、装置１００，２００間ではクロッ
ク同期が成立しなくなり、スリップが発生することになるが、装置２００からのＯＳＣ信
号には、スリップアラームマスク情報が挿入されている。
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したがって、装置１００のＯＳＣ信号処理部１５０において、このスリップアラームマス
ク情報が取り出されることにより、スリップアラームの発生がマスクされる。
これにより、伝送路障害発生による二次的な不要なアラームであるスリップアラームの発
生が抑止されるので、より適切なクロック同期監視を行なうことができる。
【００４５】
上述した実施形態においては、サブネットワーク１０は、互いに信号の送受信を行なう装
置１００，３００の間に、一つの中継用の装置２００が設けられているが、これに限らず
、順次に複数の中継用の装置が設けられていてもよい。
【００４６】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、伝送路障害発生時に、ＯＳＣ信号にスリップアラームマ
スク情報を挿入して、対向装置に送信することにより、対向装置は、受信したＯＳＣ信号
からスリップアラームマスク情報を取り出して、このスリップアラームマスク情報に基づ
いてスリップアラームをマスクする。これにより、伝送路障害発生時に、伝送路障害によ
り発生する二次的な不要アラームであるスリップアラームの発生が抑止されることになる
。したがって、不要なアラームであるスリップアラームが発生しないので、ＯＳＣ信号の
クロック同期の監視をより適切に行なうことが可能になると共に、最適な保守を行なうこ
とができる。
このようにして、伝送路障害によりスリップアラームが発生した場合、このスリップアラ
ームをマスクして、ＯＳＣ通信における最適なクロック同期監視を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるＯＳＣ信号のクロック同期監視方法の一実施形態を適用した波長多
重システムのサブネットワークの構成を示すブロック図である。
【図２】図１のサブネットワークにおける各装置のＯＳＣ信号処理部の構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】従来の波長多重システムのサブネットワークの構成を示すブロック図である。
【図４】図３の波長多重システムのサブネットワークにおける伝送路障害発生の状態を示
すブロック図である。
【符号の説明】
１０　波長多重システムのサブネットワーク
１００，２００，３００　装置
１１０，３１０　ＯＭＵＸ部
１２０，３２０　送信側のアンプ
１３０，３３０　受信側のアンプ
１４０，３４０　ＯＤＭＵＸ部
１５０，２３０，３５０　ＯＳＣ信号処理部
２１０，２２０　アンプ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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